
 

 

報告第４号 

 

 

 

令和４年度岸和田市継続費 

繰越計算書の報告について 

 

 

地方自治法施行令第145条第１項の規定により継続費の逓次繰越し

を行ったので、同項の規定に基づき次のとおり報告する。 

 

 

 

令和５年６月 19 日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 

 

 

― 11 ―



令和４年度岸和田市　

円 円 円 円

08 07

土 木 費 都 市 計 画 費 246,203,000 145,641,000 145,641,000

246,203,000 145,641,000 0 145,641,000

市 街 地
形 成 事 業

合　　　　　　　計

継 続 費
の 総 額

令和４年度継続費予算現額

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計
款 項 事 業 名
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令和４年度岸和田市　

円 円 円 円

08 07

土 木 費 都 市 計 画 費 246,203,000 145,641,000 145,641,000

246,203,000 145,641,000 0 145,641,000

市 街 地
形 成 事 業

合　　　　　　　計

継 続 費
の 総 額

令和４年度継続費予算現額

予算計上額
前　年　度
逓次繰越額

計
款 項 事 業 名

（一般会計）

国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円 円

22,780,539 122,860,461 122,860,461 122,860,461

22,780,539 122,860,461 122,860,461 122,860,461 0 0 0 0

特　定　財　源
翌　年　度
逓次繰越額

左　の　財　源　内　訳

繰 越 金

支出額及び
支出見込額

残　　額

　継続費繰越計算書
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報告第５号 

 

 

 

令和４年度岸和田市繰越明許費 

繰越計算書の報告について 

 

 

地方自治法施行令第146条第１項の規定により繰越しを行ったので、

同条第２項の規定に基づき次のとおり報告する。 

 

 

 

令和５年６月 19 日提出 

 

 

 

岸和田市長 永 野 耕 平 
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02 03 円

総 務 費 戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

4,983,000

03 02
民 生 費 児 童 福 祉 費 44,770,000

10,000,000

5,070,000

4,400,000

04 01
衛 生 費 保 健 衛 生 費 21,050,000

173,550,000

05
上 水 道 費 6,300,000

06 01
農 林 水 産 業 費 農 業 費 116,493,000

02
林 業 費 147,999,000

07 01
商 工 費 商 工 費 3,000,000

08 02
土 木 費 道路橋りょう費 163,000,000

36,118,000

07
都 市 計 画 費 347,974,000

44,015,000

林道管理事業

道路新設改良事業

橋りょう新設改良事業

市街地形成事業

田治米畑町線整備事業

岸和田城天守閣耐震対策検討事業

戸籍事務事業

保育所管理事業

総合通園センター運営事業

保健センター管理事業

丘陵地区農整備事業

事　　　業　　　名 金　　額

総合通園センター管理事業

教育・保育施設等運営支援事業

出産・子育て応援交付金支給事業

上水道事業会計繰出事業

令和４年度岸和田市　

款 項
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02 03 円

総 務 費 戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

4,983,000

03 02
民 生 費 児 童 福 祉 費 44,770,000

10,000,000

5,070,000

4,400,000

04 01
衛 生 費 保 健 衛 生 費 21,050,000

173,550,000

05
上 水 道 費 6,300,000

06 01
農 林 水 産 業 費 農 業 費 116,493,000

02
林 業 費 147,999,000

07 01
商 工 費 商 工 費 3,000,000

08 02
土 木 費 道路橋りょう費 163,000,000

36,118,000

07
都 市 計 画 費 347,974,000

44,015,000

林道管理事業

道路新設改良事業

橋りょう新設改良事業

市街地形成事業

田治米畑町線整備事業

岸和田城天守閣耐震対策検討事業

戸籍事務事業

保育所管理事業

総合通園センター運営事業

保健センター管理事業

丘陵地区農整備事業

事　　　業　　　名 金　　額

総合通園センター管理事業

教育・保育施設等運営支援事業

出産・子育て応援交付金支給事業

上水道事業会計繰出事業

令和４年度岸和田市　

款 項

国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円

4,983,000 4,983,000 0

44,770,000 44,770,000

10,000,000 10,000,000

5,070,000 5,070,000

4,400,000 4,400,000

19,994,800 19,994,800

93,600,000 29,350,000 33,450,000 15,400,000 15,400,000

6,100,000 6,100,000 0

116,492,700 43,700,000 72,792,700

147,999,000 50,196,000 26,700,000 71,103,000

3,000,000 3,000,000

163,000,000 14,000,000 133,000,000 15,400,000 600,000

36,117,210 36,100,000 17,210

214,508,479 4,946,000 145,700,000 63,862,479

44,015,000 23,147,000 17,000,000 3,868,000

翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既 収 入
特 定 財源

未　収　入　特　定　財　源
一般 財源

　繰越明許費繰越計算書

（一般会計）
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10 02 円

教 育 費 小 学 校 費 31,050,000

436,700,000

03
中 学 校 費 14,850,000

401,400,000

2,012,722,000

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

小学校管理事業

中学校大規模改造事業

合　　　　計

小学校大規模改造事業

中学校管理事業
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10 02 円

教 育 費 小 学 校 費 31,050,000

436,700,000

03
中 学 校 費 14,850,000

401,400,000

2,012,722,000

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

小学校管理事業

中学校大規模改造事業

合　　　　計

小学校大規模改造事業

中学校管理事業

国庫支出金 府支出金 地 方 債 そ の 他
円 円 円 円 円 円 円

31,050,000 15,525,000 15,525,000

436,700,000 125,700,000 311,000,000 0

14,850,000 7,425,000 7,425,000

401,400,000 114,700,000 286,700,000 0

1,798,050,189 29,350,000 343,876,000 198,596,000 888,400,000 0 337,828,189

一般 財源
翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既 収 入
特 定 財源

未　収　入　特　定　財　源
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第６項を同条第７項とし、同条第５項を同条第６項とし、同条第４項中「前項第２号」

を「第３項第２号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加え

る。 

４ 第２項又は前項第２号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標

準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合するものとし、「喫煙所」

と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第

7001号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の２第１項の改正規定及び次

項の規定は、令和５年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第11条の２第１項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされてい

るこの条例による改正後の岸和田市火災予防条例（以下「新条例」という。）第11条の

２第１項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用につ

いては、なお従前の例による。 

３ 新条例第23条第３項第２号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用

室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律（平成30

年法律第78号）附則第３条第１項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33

条第２項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。 

４ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第23条第２

項又は第３項第２号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第23条第４

項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

議案第50号

令和５年度岸和田市一般会計補正予算（第３号）

 令和５年度岸和田市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ21,040千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ85,836,190千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

令和５年６月19日提出

岸和田市長 永 野 耕 平
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第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

 歳　　入

 20,829,562 17,688 20,847,250

   

02 国庫補助金 4,071,994 17,688 4,089,682

   

 1 3,352 3,353

   

01 繰越金 1 3,352 3,353

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

   

   

15 国庫支出金

   

   

   

20 繰越金

   

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 85,815,150 21,040 85,836,190
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 歳　　出

 7,702,464 15,688 7,718,152

   

01 総務管理費 6,250,350 15,688 6,266,038

   

 44,507,525 4,002 44,511,527

   

03 生活保護費 10,629,185 4,002 10,633,187

   

 9,294,247 500 9,294,747

   

01 保健衛生費 3,674,637 500 3,675,137

   

 7,432,149 850 7,432,999

   

06 社会教育費 809,198 50 809,248

   

07 保健体育費 2,234,901 800 2,235,701

   

   

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

02 総務費

   

   

   

03 民生費

   

   

   

04 衛生費

   

   

   

10 教育費

   

   

   

   

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 85,815,150 21,040 85,836,190
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各 会 計 事 項 別 明 細 書 
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一 般 会 計 
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 （歳　入）

15  国庫支出金          20,829,562              17,688          20,847,250

    

20  繰越金                   1               3,352               3,353

    

 
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　　　入　　　合　　　計          85,815,150              21,040          85,836,190
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 （歳　出）

02  総務費           7,702,464              15,688           7,718,152

    

03  民生費          44,507,525               4,002          44,511,527

    

04  衛生費           9,294,247                 500           9,294,747

    

10  教育費           7,432,149                 850           7,432,999

    

款 補正前の額 補　正　額 計

歳　　　出　　　合　　　計          85,815,150              21,040          85,836,190

― 102 ―



 

         15,688               0               0               0                  0

          2,000               0               0               0              2,002

              0               0               0               0                500

              0               0               0               0                850

（単位：千円）

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
　　一　般　財　源　　

国庫支出金 　　府支出金　　 地　方　債 そ　の　他

         17,688               0               0               0              3,352
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２　歳　入

 （款）15  国庫支出金    （項）02  国庫補助金

15 国庫支出金 20,829,562 17,688 20,847,250

02 国庫補助金 4,071,994 17,688 4,089,682

01 総務費国庫補助金 1,638,540 15,688 1,654,228

02 民生費国庫補助金 1,580,959 2,000 1,582,959

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計
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（単位：千円）

01 総務管理費補助金 15,688 社会保障・税番号制度システム改修事業費補助金                15,688

                                                   （ＩＴ推進課）

03 生活保護費補助金 2,000 生活保護等システム運用事業費補助金                           2,000

                                                   （生活福祉課）

説　　　　　　　　　　　明
区　　分 金　　額

節
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 （款）20  繰越金    （項）01  繰越金

20 繰越金 1 3,352 3,353

01 繰越金 1 3,352 3,353

01 繰越金 1 3,352 3,353

    

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計

― 106 ―



（単位：千円）

01 繰越金 3,352 前年度繰越金                                                 3,352

                                                       （財政課）

    

節
説　　　　　　　　　　　明

区　　分 金　　額
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３　歳　出

（款）  02  総務費    （項）  01  総務管理費

国府支出金 地方債 その他
02 総務費 7,702,464 15,688 7,718,152 15,688 0 0 0

01 総務管理費 6,250,350 15,688 6,266,038 15,688 0 0 0

02 情報化推進費 366,761 15,688 382,449 15,688 0 0 0

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　

　特定財源　
　一般財源　
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（単位：千円）

11 役務費 801 090500 11 役務費                                 801

   社会保障・税番号制度       15,688      通信運搬費                             801

12 委託料 14,777    システム改修事業 12 委託料                              14,777

   （ＩＴ推進課）      事業実施運営委託料                  14,777

13 使用料及び賃 110 13 使用料及び賃借料                       110

   借料      電算機器・システム使用料               110

説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　 事　業　別　区　分 内　　　　　　　訳

節
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（款）  03  民生費    （項）  03  生活保護費

国府支出金 地方債 その他
03 民生費 44,507,525 4,002 44,511,527 2,000 0 0 2,002

03 生活保護費 10,629,185 4,002 10,633,187 2,000 0 0 2,002

01 生活保護総務 485,546 4,002 489,548 2,000 0 0 2,002

   費

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　

　特定財源　
　一般財源　
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（単位：千円）

12 委託料 4,002 119000 12 委託料                               4,002

   生活保護等システム運        4,002      システム管理・開発委託料             4,002

   用事業

   （生活福祉課）

    

節 説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　 事　業　別　区　分 内　　　　　　　訳
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（款）  04  衛生費    （項）  01  保健衛生費

国府支出金 地方債 その他
04 衛生費 9,294,247 500 9,294,747 0 0 0 500

01 保健衛生費 3,674,637 500 3,675,137 0 0 0 500

04 母子保健費 393,629 500 394,129 0 0 0 500

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　

　特定財源　
　一般財源　
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（単位：千円）

10 需用費 11 028200 10 需用費                                  11

   母子保健事業          500      消耗品費                                11

17 備品購入費 489    （健康推進課） 17 備品購入費                             489

     庁用器具費                             282

     教材器具費                             187

     図書購入費                              20

説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　 事　業　別　区　分 内　　　　　　　訳

節
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（款）  10  教育費    （項）  06  社会教育費

国府支出金 地方債 その他
10 教育費 7,432,149 850 7,432,999 0 0 0 850

06 社会教育費 809,198 50 809,248 0 0 0 50

03 青少年対策費 9,817 50 9,867 0 0 0 50

07 保健体育費 2,234,901 800 2,235,701 0 0 0 800

06 運動場管理費 63,399 800 64,199 0 0 0 800

    

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計
　　補正額の財源内訳　

　特定財源　
　一般財源　
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（単位：千円）

10 需用費 50 060100 10 需用費                                  50

   青少年対策事業           50      消耗品費                                50

   （生涯学習課）

17 備品購入費 800 065300 17 備品購入費                             800

   運動広場等管理事業          800      庁用器具費                             800

   （スポーツ振興課）

    

節 説　　　　　　　　　　　明

区　　分 　金　　額　 事　業　別　区　分 内　　　　　　　訳
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